
令和 6年 8月 8日 

 

市政記者クラブ 様 

 

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課 

担当：川口、長谷川 

９７２－３２２０ 

 

無形民俗文化財登録制度の第１号登録（大高祭り）及び 

市長からの登録証交付について（取材依頼） 

 

 今年度に新設された無形民俗文化財登録制度の第１号として、大高祭りが登録され

ました。 

つきましては、下記の通り、市長より登録証の交付を行いますので、ぜひ取材いた

だきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日時 令和 6年 8月 9日（金）10 時 00 分から 10 時 30 分まで 

 

２ 場所 名古屋市役所本庁舎 3階 市長室 

 

３ 来訪予定者 

大高祭り保存会 会長 久野 清 様 

  大高祭り保存会 早川 真 様 

  大高学区区政協力委員長 近藤 光男 様 

  大高北学区区政協力委員長 伊藤 正人 様 

 

 

 

 

 

 

 

＜無形民俗文化財登録制度の概要＞ 

 後継者不足や地域コミュニティの希薄化などにより、将来への保存継承が課題

となっている未指定の無形民俗文化財を保護するため、保存・活用の措置が特

に必要なものについて、市登録無形民俗文化財として登録する。 

 登録された無形民俗文化財の保存・活用に必要な事業に補助を行う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大高祭りの概要＞ 

 １０月の第１土曜日・日曜日に開催される氷上
ひかみ

姉子
あねご

神社の例祭であり、大高町

一帯の町内が参加する。 

 大人形の「ええ 猩 々
しょうじょう

」を先頭に８町内から全 18 輌の花車
だ し

と呼ばれる祭り車

（松車と傘鉾車）が曳き出され、囃子の演奏と共に町内を練り歩き、大高町に

点在する神社を廻って氷上姉子神社に宮入する。 

 

 ○氷上
ひかみ

姉子
あねご

神社の様子 

 

 

 

 

 

 

   

  

○ええ 猩 々
しょうじょう

が先導する行列   ○花
だ

車
し

（前方：松 車
まつぐるま

 後方：傘
かさ

鉾 車
ぼこぐるま

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


